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開会 午前10時00分 

 

◎工村一三委員長 

ただいまから、議会改革特別委員会を開催いたします。 

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。 

本日御協議いただきます案件でございますが、お手元の事項書にありますとおり、１番

目といたしまして、「広報広聴委員会の設置について」ということで、前回に引き続き御

協議をお願いしたいと思います。 

２番目といたしまして、「具体的検討項目について」ということで、皆様から御提案い

ただきました事項について整理をしていきたいと思います。 

３番目といたしまして、「議会報告会について」ということで、次回、第４回の議会報

告会に向けて、御協議等お願いしたいと思います。 

４番目といたしまして、「政策立案について」御協議をお願いいたします。 

５番目といたしましては、「先進地視察について」でございます。 

最後に６番目の「次回の会議のこと」としまして、協議内容及び開催日時について御協

議をお願いしたいと思います。 

それでは会議に入ります。 

本日の会議録署名者に、委員長において楠木委員、吉井委員の御両名を指名いたします。 

 

【１ 議会報告会について】 

初めに、事項書では、「広報広聴委員会の設置について」が１番目となっておりますが、

本日、時間的にもあまりありませんので、目の前に控えております議会報告会、３番目の

「議会報告会について」を、まず先に御協議願いたいと思います。 

それでは、まず議会報告会の開催日程ですが、お手元にお配りしましたチラシのとおり

でございます。５月18日から５月22日、18日の週が丸々全部、報告会となります。議会だ

よりの５月１日号へも同様の内容で掲載をいたしておりますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

それから、このチラシにつきましては、議員１人当たり50枚として、各班長さんへ350

枚をお渡しいたしますので、班長さんよろしくお願いをいたします。たくさんの方に議会

報告会にお越しいただけるよう、ぜひ有効に活用していただくようにお願いいたします。 

それから、まちづくり協議会への送付については、この後、作業をしていただくという

ことなので、ひとつよろしくお願いします。封筒に入れてもらってします。 

それで、前回の会議で、市民交流課にある棚に入れるというお話でしたが、棚があるの

が本庁管内のまちづくり協議会のみなので、また、月に１度しか取りに来ていただかない

という程度ですので、一応郵送で対応したいと思いますので、ひとつよろしくお願いしま

す。 

その他、準備につきましても、各班長さんを中心によろしくお願いいたします。 

本日、総務の委員会で大湊の避難タワー見学ということですので、本委員会、できまし

たら11時半頃に終わりたいというふうに考えておりますので、御協力のほうをよろしくお

願いいたします。 

それから、報告会の内容なんですけど、４月27日、月曜日締め切りということで、各班

より完成した資料を事務局のほうへ提出してください。これは、前回の約束でございます

ので。 

それから、４月30日に総連合自治会の第１回の常任委員会がございますので、御薗であ

ります。それで、議長にお願いをいたしまして、議長も出席していただき、議長のほうか

らと、正副委員長のほうから、総連合自治会のほうに、昨年に引き続きお願いをしたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

それから、５月７日に班長会議をということで考えておりますので、副委員長のほうか

らちょっとお話をお願いしたいと思います。 

副委員長。 

 

○野崎隆太副委員長 
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５月７日、視察の前で、多分おそらく、できるのはこれが最後ですので、この日にちょ

っとまとめて全部やりたいなというふうな形で考えています。先ほど、４月27日という話

が委員長からあったんですけども、この５月７日に、最終的にいろいろ打ち合わせをした

ときに、変更が出たときにはその日中に、印刷ができる状態、データですと少しそのずれ

がありますんで、紙ベースで、もう印刷ができて、これでもう、ずれ等もありませんので

この資料で印刷してくださいというような状態であれば、印刷間に合うと聞いていますの

で、最終この５月７日に皆さんの御都合をちょっといただいて、会議をしたうえで資料を

全部そろえて、この日を過ぎたら議会報告会へそのままいけるというような情況にしたい

と思っておりますので、本当の最終締め切りというわけではないんですけども、変更があ

れば５月７日が最後だというふうな形で思っていただければと思います。 

時間は、一応午前中、もう午前10時にしてしまおうと思っておりますので、また御協力

のほう、よろしくお願いします。 

また、その辺で、リハーサルとかそんなことも、もし必要があるようでしたら言っても

らえれば、事務局と相談していろいろ用意するようにしますんで、よろしくお願いをいた

します。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

まあ、近づいてきましたので、いよいよ、まとめのほうに入っていきたいと思います。 

また、今、いろいろお話させていただきましたけど、この場で特に協議が必要なこと、

あるいは、この報告会について何か御意見があれば発言をお願いしたいと思いますけど。 

どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

暫時休憩します。 

休憩 午前10時07分 

再開 午前10時08分 

◎工村一三委員長 

休憩を解いて再開します。 
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先ほど、５月７日の班長会議につきましては、時間を午後１時からということにいたし

ますので、御協力のほうをお願いします。 

特にこの件で発言がないようですので、次に行きます。 

 

【２ 広報広聴委員会の設置について】 

◎工村一三委員長 

それでは、次に、事項書の１に戻らせていただきます。 

資料１がございますので、ちょっと御参照ください。事項書の１に戻りまして、「広報

広聴委員会の設置について」を議題といたします。 

前回の会議では、広報広聴委員会の設置の形態と設置の時期について御確認をいただき

ました。資料１に、広報広聴委員会の設置についての確認事項案として整理をいたしまし

た。 

１の設置の目的、所管事項については以前、御確認をいただいたとおりでございます。 

２の設置の形態ですが、広報広聴委員会は特別委員会とするということで前回、確認を

していただきましたので、特別委員会の名称につきましては広報広聴特別委員会がよいと

思いますが、この点について御意見がございましたら、後ほどお伺いいたします。 

それから、３の広報広聴委員会の体制につきましては、この後、御協議をお願いいたし

ます。 

４の設置時期につきましては、平成27年12月議会での設置を目指すということで、こち

らも前回、確認をしていただきました。以上のとおり整理をさせていただきました。 

それでは、広報広聴委員会の体制について、前回に引き続き御協議を願いたいと思いま

す。体制とそれから名称ですね。名称につきましても、先ほどお話ししましたように、何

か御意見がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

まず名称について、これでいいかどうか、広報広聴特別委員会でいいかどうかなんです

けど、いかがでしょうか。 

上田委員。 



 5 

 

○上田修一委員 

名前は、こういう特別委員会でいいと思いますけど、やっぱり、その担当の部署とのか

らみというのは出てくるのですか。事務局、教えてください。 

 

◎工村一三委員長 

今の議会報の委員会との話ですか。 

 

○上田修一委員 

違う違う、当局のそういう、広報いせを作っとるで、そういう担当のところとの整合性

というのはあるんですか。 

 

◎工村一三委員長 

事務局の担当ということで。 

暫時休憩します。 

休憩 午前10時12分 

再開 午前10時14分 

◎工村一三委員長 

休憩を解いて再開します。 

ほかに御意見ございませんでしょうか。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

名前ということで、若干かたいような気はいたしますけども、伊勢市議会広報広聴特別

委員会、１番わかりやすいかなとは思いますので、この名前で結構かとは思います。 

 



 6 

◎工村一三委員長 

はい、ありがとうございます。ほかに御意見ございませんでしょうか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎工村一三委員長 

はい、ありがとうございます。そうしましたら、委員会の名前を広報広聴特別委員会と

いうことで決定させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、ありがとうございます。 

それでは、広報広聴委員会の体制について、前回に引き続き御協議をいただきたいと思

います。資料１の裏面に、前回の会議で御意見をいただきました、それを整理いたしてお

ります。 

１の委員定数、選出方法については、もう少し御議論をいただく必要があると思います

ので、さらに御協議をいただき、議会改革特別委員会としてまとめていきたいと思います。 

２の委員長については互選ということで、皆様の御意見が一致しているものと考えます。 

それから、前回の会議では、委員の任期については、１年にするという意見、また２年

という意見もございましたけど、広報広聴委員会は特別委員会とすることで御確認をいた

だきましたので、特別委員会の場合は、委員の任期は付議された事件が審議されている間

となりますので、皆様から御意見をいただきましたが、任期については調査終了までとい

うことで、御了承をいただきたいと思います。 

なお、広報広聴委員会の委員が議長や副議長に就任された場合など、個々の事情におい

て委員の変更は可能とすることで、任期については御了承いただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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◎工村一三委員長 

はい。異議なしといたします。 

それでは、委員定数、選出方法について御協議をお願いしたいと思います。 

発言がございましたらよろしくお願いします。 

委員の選出方法をどうするか、定数を何人にするかということですね。それか、何人と

決めずに、まあ何人程度ということでもいいと思いますので、望ましいというような内容

がありましたら、ひとつ御発言をお願いしたいというふうに思います。 

裏面は、前回皆様からいただいた主な発言の内容を記載しております。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

この件につきましては前回も議論していただいて、いろんな会派から意見をいただいた

ところでありますけども、私の意見としては、この１番上に書いたところなんですけども、

やはりその今の議会だより発行委員会も、今のところとりあえず交渉会派の各会派から１

人ずつということで、それが今４人しかいないということで、もう少し、広報広聴をこれ

からやっていくのには必要ではないかというふうな議論もあったかと思いますけども、や

はり基本的には各会派から１名いただくということで、今２名の会派の皆さんはオブザー

バーとして出席をいただいておるわけですけども、やはりそこら辺も正式な形で特別委員

会の委員になっていただくということにして、１番下に、３常任委員会から２名ずつ出て

いただいたらどうかというふうな御意見も確かにおもしろいかなとは思うんですけども、

やはり会派で偏ってしまったりとか、また表紙の写真がいつもあんたとこの祭りが出とる

なとか、変に偏ってしまってもいけないかなと思いますので、今の議会だよりの発行委員

会の考え方を広げるというような形で、広報広聴委員会については各会派から１名で、今

のところの八つ会派があるわけですけども、８人ぐらいの特別委員会をつくってですね、

そこで議論していただくのがいいんではないかと。プラスして、新人議員に優先して入っ
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ていただくと、この前も発言させていただきましたけども、やはり、いろんな広報紙とか

いろんなチラシとか、いろんなところを経験のあるような方、そしてまた若い意見を持っ

てそこら辺に参画していただきたいかなというふうな気持ちで、このように発言させてい

ただきましたけども、ぜひなるべくスキルのある方に入っていただいて、この広報広聴と

いうものを担っていただけたらというふうに思っております。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

はい、ありがとうございます。 

ほか、御意見ございませんでしょうか。 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

今、言われましたけども、原則として各会派から１人ということでいいんじゃないかと

思うんですけれども、ただ、この３番目に書いてありますけれども、会派の事情がそれぞ

れあると思いますので、それについては、そこまでどうしても出せとかそういったことに

はならないのかなと。ただ原則として、出るべきだろうということだと思います。 

あと、やりたいという意思だとかスキルのある人だとか新人議員だとか、そういったこ

とも出ているんですけども、これは、できればそういう方向でということで各会派に任せ

られるべきことじゃないかと思いますけども。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

ほか、ございませんでしょうか。 

上田委員。 

 

○上田修一委員 

２人の意見にほとんどそういう踏襲されておるんですけど、やっぱりその主体は、先ほ
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ど吉岡委員が言ったように、議会だよりがずうっと長い年数やってきたという中身の人た

ちを中心につくっていって、あとはもう会派からそういうスキルのある方という形が望ま

しいかなと思っております。 

 

◎工村一三委員長 

そうしますと、今の議会報をやられている方を中心にという考え方ですか。 

 

○上田修一委員 

議会報に入っている方を中心に、プラス、スキルのある方というのはどうですかという

話です。 

 

◎工村一三委員長 

そしますと、交渉会派から今出られてますね。 

 

○上田修一委員 

それに、あと足りない分を。 

 

◎工村一三委員長 

吉井委員。 

 

○吉井詩子委員 

吉岡委員と楠木委員がおっしゃったような形で大体賛成ですが。 

 

◎工村一三委員長 

はい、副委員長。 

 



 10 

○野崎隆太副委員長 

まず、どういう選出方法かというようなところで、先ほどから会派というような話をい

ろんな委員さんからいただいていて、考え方の一つとして、僕は、正しい考え方の一つで

あるかなと思います。ただ１点気になるのは、例えば前回のときに吉岡委員の意見の中で、

委員８人を広報班、広聴班というような形で書いていただいて、各会派から１名選出とい

うような形にはなっているんですけども、少し極端な話をしますと、例えば、15の会派に

なったらどうするかとか３つになったらどうするかとか、そういう議論が、この会派から

１人という形を先行してしまうと必ず出るかなと僕は思っておりますので、何名から何名

が妥当だというのも、選出方法と同時に決めた上で考えられるべきじゃないかなと、僕は

本音を言うと思っております。 

あまり多くてもどうかなと思うところもございますし、逆に今の議会だより発行委員会

が抱えている問題として、余りにも委員の人数が少ないもんで１人当たりの負担が多いと

いうような話を聞くことも実際ございますので、また議論の中身が薄いとは言いませんけ

れども、もう少し多様な意見を取り入れる中で、もう少し人数が多いほうがいいという話

は過去の委員長さんからも聞いておりますので、オブザーバー参加のお願いを積極的にし

てきた経緯もあるかと思いますので、ある程度、人数はここからこれぐらいというような、

もしくはそれが先に来てもいいかなと思っております。 

あとはですね、先ほどスキルのある人に入ってもらうというような話、まあ僕もここで

一度は言わせてもらったんですけども、これは楠木委員のおっしゃるとおりでという感じ

ですけども、当然ながらそれを会則であるとか、もしくは規定の中で、新人議員に優先し

て入っていただくとか、スキルのある人に入っていただくとか、やる気とかそういう言葉

は当然、使うことは不可能ですので、そういった意味では先ほどの、そのまま継続をして、

それにプラスしてスキルのある人っていうのはなかなか選出の仕方、もしくはこの議会改

革特別委員会の決定としては、申し合わせ事項ならまだしも決定事項とするのは非常に、

ちょっと難があるかなというのが私の率直な意見というか感想でございます。以上です。 
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◎工村一三委員長 

はい、ありがとうございます。 

今、皆さんの意見をいただきました。各会派から１人選出するということで、それから、

やる気のある方、スキルのある方が入っていただくという考え方の方が３人いらっしゃい

ました。 

それと、上田委員は、現状の広報委員会プラスやる気のある方に入っていただいたらど

うかという意見もございました。 

それから、副委員長のほうからは、まず定数を決めてからという考え方を出されました。

これに関しまして、意見の違いのあるのは、まず定数を決めてからどうかという話が出ま

したけど、この点につきましてはどうでしょうか。先に定数を決めますか。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

まずは、次の12月から始めようとしとるわけですけども、一旦、各会派からというふう

な形で進めた中で、どうしても先ほど言われたように、大きな会派ができて、じゃあ少な

いじゃないかということになる場合もありますので、そういう場合はドント方式に変える

とか、定数はこれぐらい必要かなと。まあ、やってみないと、ある程度、広報広聴でどれ

ぐらいの仕事をこれからしていくんだということが、まだまだ見えてこないとは思います

し、当然人数によって、そんなんできないよっていうことも出てくるかなと思いますので、

まずは12月に一旦始める方法を優先して考えるべきかなとは思います。 

それと、僕もこの中には、入っていただく入っていただくっていうのがあるんですけど、

これは文書にはしづらいところがあるとは思いますので、基本的にやりたいと思う人に入

っていただくと、それは当然のことであって、やりたくない人に入っていただく必要はな

いかとは思いますけども、まあ、入ったら入ったでしっかりやってもらわないかんわけで

すけども、やはり、どれぐらいの人数が必要なんかなということは、ざくっと考えるべき

であると思いますし、そこに公平性に欠けるようなことがあってはいけないのかなと思い
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ますので、まずは会派から１名というのが妥当なところではないかなというふうに思いま

す。 

どうしても、したくないんだというか、どうしても入りたくないんだと、僕がこんなん

決めたんと違うんやからというふうな意見があって、どうしてもしたくないという方があ

れば辞退というのも一つかなとは思いますので、そういう場合は議長を含め調整していた

だくということにして、ある程度の人数はやっぱり必要やとは思いますので、広聴もこれ

から初めてやっていこうというわけですから、どこまで自分たちで、事務局に頼らず自分

らでどこまでやれるかということも、しっかりこう確認しながら議会でやっていこうとい

う姿勢が必要だと思いますので、やはり８人程度の、今の会派の１人というのが妥当な線

ではないかというふうに思います。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

私もちょっと考え方として考えとったんですけど、人数は何人ということを決めずに進

むこともできると思います。何人から何人ということで。ですから、６人から９人、ある

いは７人から９人程度ということで結論を出しておいてもいいというふうに思いますんで

すけど。これは別に、そういうふうな決め方がいかんということでもありませんし、弾力

性を持つということに対してはいいと思いますし。 

それから、先ほど楠木委員からある、吉井委員も吉岡委員もちょっと近い内容でしたん

ですけど、原則として各会派から一人ずつ出していただくと。ただし、会派の事情も考慮

するということについて、選出方法につきましても、何々とするほうが望ましいというふ

うな書き方で、まあ辞退される方があれば仕方がないというふうな内容に、ここの選出方

法についても、何々とすることが望ましいという文を入れていけばよいというふうに思い

ますけど、その辺につきましてどうでしょうか。 

はい、上田委員。 

 

○上田修一委員 
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委員長のそういう、７か９か６か８か最終、範囲内を決めればいい方法やと思うんです

けど、先ほど吉岡委員が言っている各会派１名というのは、やっぱりこの議会改革しかり、

おらの意に沿わんというような形でおりていかれる方が会派の中に現実はあるわけです。 

だからやっぱり、しっかりとこのものをやっていきたいと、やらないかんというような

メンバーをつくらないと。それか、もうきちっと会派が完全に離脱できないような格好に

するか、やっぱり議会として全員が参加ということになるわけやで、議会として特別委員

会を組むわけやで、私は意に沿わんという形でやられるような委員会ではいかんと思うの

で、その辺のところはやっぱり方向性はきちっととるべきかなと思っております。以上で

す。 

 

◎工村一三委員長 

 どうでしょうか、ほかに。 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

先ほど私も申し上げたけれども、各会派から１名と。それからその会派の事情を考慮す

るということで、さっき吉岡委員からも、辞退もあり得るという話が出ました。今ちょっ

とそれとは反対の意見も出ているわけですけれども、これは、それぞれの会派の意思とい

うか自主性というか、それがまずやはり基本だと思います。 

ただ、だけども、辞退されるからといって、そちらは勝手にやれということにはならな

いと思いますので、やっぱり議会の正式の委員会ですので。だから、辞退されたとしても、

やはり特別委員会の意思には従っていただかなくてはいけないということになるんではな

いかと思いますけれどもね。 

それから、人数に関しては確かにこれ弾力性のある形で、何名とはっきりと決めること

は難しいと思いますので、ここに６名から８名、あるいは９名とかそういった数が出てい

ると思いますけれども、そういう形でいいんじゃないかなと思います。 
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◎工村一三委員長 

副委員長。 

 

○野崎隆太副委員長 

先ほど、議会全体の意思統一というような話が、少し上田委員からいただいたんですけ

ども、委員長といろんな話をさせていただく中での話でもあるんですけども、これ、もし

設置ということで、ここの特別委員会の中で決まったらですね、おそらく、設置をしてい

ただきたいということで各派代表者会議にお諮りをさせていただいて、その上で、だれが

提案するかは別にしても、通常の予算特別委員会同様に、本会議での議決の事項になるか

と思います。そういった意味では、なんと言いますか、数の力でやってしまえと言うつも

りも当然ありませんし、そこで異議申し立てをしていただければそれで結構だというよう

な言い方もするつもりはないんですけども、ただまあ当然、各派代表者会議であったり、

もしくは本会議場で異議申し立ての場は恐らく、機会と言えばいいのかな、あるかと思い

ますし、そこを経た上での設置になるかとは思いますので、そういった意味では、決して

ここで決定したから従ってくださいよっていう話になるんではなくて、どちらかといえば

本会議場で、議長のもとで設置をしていただくというような形で運んでいく流れで考えて

いるということで、少し御理解をいただければと思います。恐らくその方向になるかと思

いますので、そんな感じで考えていただければと思います。 

 

◎工村一三委員長 

今、副委員長からお話がございましたように、ここで特別委員会としての結論、確認事

項ができましたら、これからの流れなんですけど、ちょっと御説明させていただきますけ

ど、まず議会改革特別委員会で結論が出ます。それを議長にお願いいたしまして、議長に

こういうふうな結論ですのでひとつよろしくお願いしますという後、議長は各派代表者会

議を開いていただきまして、各派代表者会議で中身を練っていただいて結論を出してもら
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う。 

それから、特別委員会の設置と定数については議会運営委員会のほうに持っていかなけ

ればなりませんので、そこで、議運のほうで検討していただくと。それから、その結論が

出ましたら、もう１回各派代表者会議をもっていただきまして委員の選出をしていただき、

人数が決まって人が決まりましたら本会議で上程するという格好になりますので、その辺

は先ほど副委員長が言われましたように、まあ自主性あるいは歯止めというようなところ

につきましては議長のほうにお任せをすればいいと、あるいは議長から各派、議会運営委

員会のほうにお任せすればいいというふうに思いますので、ひとつその辺はよろしくお願

いしたいと思います。その件はよろしいでしょうか。 

そうしたら、ちょっともとへ戻ります。 

それでは、まず選出方法につきまして今多い意見が、各派から１人選出し会派の事情を

考慮するという意見と、委員を８名にして広報、広聴の４人ずつに分けて、各会派から１

人ずつ入っていただくという二つ。 

それから、現在の議会報の委員プラスアルファでいくというふうな御意見が出ておりま

すけど、その三つをひとつ、意見の多いのは、原則として各会派から１人ずつ選出し、会

派の事情を考慮するという意見が多かったと思いますけど。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

 まあその会派の事情を考慮するということを含めてしまうと、どういう事情ですかとい

うことになるんではないかというふうに思うんですけども、やはり基本的には各会派から

１名ということにして、先ほど私、辞退するようなことがあればどうなんやという話をし

ましたけども、あくまでそれはイレギュラーな行為ではないかというふうに思うんです。

どうしても議会全体で、先ほどからみんなでやっていこうという話をしているわけですの

で、２人会派であろうが１人会派であろうが、できれば、この特別委員会には所属をして

いただいて、その中で仕事の割り振り等もあるわけですから、そこでみんなで考慮したら
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いいわけであって、基本的には各会派から１人と。 

私ここの後には、広報班と広聴班４人ずつと書いてありますけども、それはたまたま今

８人おるからということで、その案として書いただけであって、各会派から１名というの

は大原則というか第一義的なことであるので、基本的にはそういう形というものをして、

会派の事情によりっていうのは、ちょっとそれは含むべきではないのかなというふうに私

は思います。 

 

◎工村一三委員長 

それに対していかがでしょうか、吉岡委員の発言に対して。それでいいということでし

たら、それで特別委員会としては結論を出させていただいてよろしいでしょうか。 

まあ、望ましいとか考慮するとかいう言葉を入れずに。 

はい、副委員長。 

 

○野崎隆太副委員長 

吉岡委員、貴重な意見をありがとうございます。私も同じように、ただし会派の事情を

考慮するというのは、御意見またお気持ちも大変、こう言うとあれですけども、共産党さ

んも、私ども自民党も会派としては２人しかいませんので。公明党さんも２人しかいませ

んし、１人会派のところもありますんで、いろんな意味で、大人数の会派ではないという

ところも考えると、こういった文言を入れていただいたことにも、私も非常に感謝をする

ところでもあるんですけども、まあ特別委員会の決定としては、吉岡委員のおっしゃると

おり、１人選出するというような形で私も問題はないと思います。 

各会派の事情に関して言えば、先ほどから申し上げておりますように、各派代表者会議

の中で、各会派の意見を聞く中で、あちらで決定してもらえばと言うとちょっと語弊があ

りますけども、そこで各会派の意見をその場で聞いていただければ、ぼくらの特別委員会

の担いとしては、議論をしなくてもいいところではないかなと私も思いますので、ここの

決定事項としては、私も各会派から１人というような形で決めるのであれば、後ろの、た
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だし会派の事情という部分に関しては、なくてもいいかなと思います。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

 はい、楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

今、お二人の方おっしゃいましたけれども、確かに、原則としてそういうことですので、

ここで決める事項としては、この事情を考慮するという文言はなくていいんじゃないかな

というようには確かに思います。 

確かにこれはイレギュラーなケースとしてあり得ることもあるんだけれども、それはそ

の情況に応じて判断していって、ここでの結論としては、これは削除したほうがいいかな

と思います。 

 

◎工村一三委員長 

よろしいでしょうか。 

吉井委員、何か。 

 

○吉井詩子委員 

私も、会派の事情を考慮するというのは、後から起こることでありますので、今、先に

これを書いておくのもどうかなと思うんですが、そうなってくると、委員長がおっしゃっ

た７から８っていうことと矛盾してくるのかなと。８やったら８と決めておかないと合わ

ないのではないかなというふうに考えます。 

 

◎工村一三委員長 

どうでしょうか。選出方法につきましては、皆さんの意見としては、各会派から１人選

出するということで一応了承願いたいと思いますけど、人数につきましては。 
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はい。 

 

○上田修一委員 

基本的原則、各会派から１名とあれば、先ほど委員長が言ったように、15になっても各

会派１名なんやということになれば、会派１名ということの原則をつくっておけば、そこ

は年度に応じた各会派の人数が、仮に会派が少なくなったら、また会派代表だけになるわ

けやで、そういう形を、人数を決めやんと各会派から１名選出ということだけにとどめた

らどうですか。年度ごとに違ってくる可能性もあるわけやで。 

 

◎工村一三委員長 

はい、楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

各会派１人ということですので、確かに今おっしゃったようなことだと思いますので、

それで自動的に定数も決まっていくんじゃないかと思いますので、人数については明記す

る必要はないのかなと思います。 

 

◎工村一三委員長 

どうでしょうか、ほか。 

はい、吉井委員。 

 

○吉井詩子委員 

まず、広報広聴委員会の目的ということから原点に戻って考えて、どれくらい人数が必

要なのかなって考えるのが先やと思うんです。その中で、具体的に言われたのが、吉岡さ

んの広報班、広聴班４人ずつと言われた、それで８という数字が出てきたと思うんです。 

その各会派というのは、選考方法から考えた人数なんやけど、やっぱりまずは、この広
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報広聴委員会の目的から考えて人数を決めるというのが本当じゃないのかなというふうに

は思います。 

吉岡委員の言われた、広報班、広聴班４人ずつというのは、もちろんそれを始めから決

めるのではなくて、発足してから決めることやとは思いますが、目的ということをまず考

えた上でするべきやないのかなと思います。 

 

◎工村一三委員長 

まあ基本的には、そういう目的を、まず中身を持ってこないといかんというふうには思

います。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

どちらの方法をとるかということになるかと思うんですけども、今まで人数でですね、

予算、決算13人、ドント方式なんていうことをやっていくとですね、どうしても大きな会

派が多数を占める。少数会派は入らないということになってしまうので、例えば８人、ド

ント方式っていうのも一つやとは思いますけども、やはりそれでは、先ほどから議会みん

なでやっていこうっていうことをしていくというのを優先しようということであれば、や

はり今のところは会派から１人というのを、今の市議会だより発行委員会も会派から１人

ということで４人にはなってしまってますけども、それを拡大するというふうなことの考

え方がこの市議会の広報広聴には向いているんではないかなというふうに私は思います。 

やはり少数会派の方も、ちゃんと特別委員会の委員になっていくんだというふうなこと

で、予算、決算も少しそういう形を変えてきたと思うんですけども、やはりそこら辺が、

議会みんなでやっていくんですよという姿勢がこれからは大事だと思いますので、できれ

ば、そちらを優先するべきではないかなというふうに私は個人的には思います。以上です。 

 

◎工村一三委員長 
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どうでしょうか、ほかに。 

これ後でまた会派のあり方等については、この議会改革の中でやらないかんと思います。

今の会派構成自体は非常に、今現在３人を交渉会派としとるということは、今まで培われ

たこともございますし、例えば、多いところやのに１人しか出られへんという、逆の半面

で反論される方もいらっしゃいます。ですから、会派のあり方についてはこれからゆっく

りと考えていかないかんと思います。 

逆に、小さい会派ばかりたくさんになってしまう可能性も出てくると、これもまたどう

かというふうなことも考えられますので、会派のあり方につきましては、また後ほど協議

したいとは思いますけど。今、吉井委員が言われましたように、この目的に関しましては、

議員である以上は皆この考え方は持って当然やというふうに私も考えております。ですの

で、定数を定めずいくというのも一つの方法かなというふうな気がいたします。 

例えば１人会派の方でしたら、例えばこういうふうな形でいろんな形ができた場合、全

部出やないかんというふうな格好になっても困るというようなこともございますけど、で

きましたら、皆さんの意見があるように定数を定めずに各会派から１人というふうな形で

させていただいてもよろしいんですけれど、どうでしょうか。事務局、別によろしいです

ね。 

暫時休憩します。 

休憩 午前10時46分 

再開 午前10時51分 

◎工村一三委員長 

それでは休憩を解いて再開いたします。 

委員定数と選出方法について御議論いただきました。また休憩の中でも多数御意見いた

だきまして、ありがとうございます。 

それでは委員長といたしまして、選出方法については各会派から原則的に１人というこ

とで選出する。委員数につきましては８人にすることが望ましいという形でよろしいでし

ょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、異議なしということですので、委員定数、選出方法については以上よろしくお願

いしたいと思います。これで決定いたします。 

委員会の名称は広報広聴特別委員会ということでよろしくお願いします。 

それでは次に移らせていただきます。 

10分間休憩いたします。 

休憩 午前10時53分 

再開 午前11時06分 

【３ 具体的検討項目について】 

◎工村一三委員長 

休憩を解き再開いたします。 

次に、事項書２の「具体的検討項目について」を議題といたします。 

前回の会議で具体的検討項目に追加する事項と、これまで実施してきた議会改革の取り

組みのうち検証が必要な項目について、皆様から御提案をいただきました。その意見を資

料２に整理いたしました。 

整理、分類の仕方としまして、まず、前の議会改革特別委員会での具体的検討項目、参

考に一覧表をお配りしておりますが、この分類と同様に、議会運営に関すること、議会の

権限、権能強化、情報の公開と共有、市民参加のあり方、その他、そして、議会基本条例、

議員倫理条例として分類をいたしました。 

次に、表の１番左にＡＢＣの記号が書いてございます。この記号は御提案いただいた項

目について、どのように検討、検証を進めていくか、その対応案でございます。議事整理

上、私独断である程度させていただきましたので御了承願いたいと思います。この後、こ

れらの項目について一つずつ御協議いただくわけですが、記号のＡは確認のみとする事項

でして、御提案いただいた内容を皆さんで確認する程度でどうかという事項です。確認い
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ただいた内容につきましては、現状を変えるような場合は議長に報告し、議会運営委員会

や各派代表者会議で御協議いただく。また、現状を再確認し、その徹底を図るような場合

は正副委員長での対応、また委員の皆様にもお願いして対応をしていきたいというふうに

思っております。 

記号Ｂは具体的検討項目に追加する事項です。これは既に具体的検討項目としているも

のも含んでおります。記号Ｃはその他のものということで整理させていただきました。 

それではまず、具体的検討項目に追加する事項について、この表をもとに１番から順に

皆様の御意見をいただきたいと思います。表に記載したＡＢＣは案ですので、これに御異

議があれば、その旨御発言もいただきたいと思います。なお、昨日、日本共産党さんから

提出されました追加内容が、ちょっときのうでしたので未整理でございます。追加として

扱わせていただきたいと思います。一覧表の御意見をいただいた後に、共産党さんの内容

について、皆さんの御意見、ＡＢＣをお願いしたいというふうに思います。 

記号のＡとした項目については、御意見をいただき、その場で結論が出るようであれば

その都度確認していきたいという項目でございます。具体的検討項目に追加することとし

た事項につきましては、後日、改めて協議の時間を持ちたいというふうに思っております。 

まず、全部一つずつ中身にまで入っていくといけませんので、まずこのＡＢＣ分析を、

これはＢのほうがいいのか、これはＡのほうがいいのかということで確認をしたいと思い

ますので、できましたらＡを優先的に今後この委員会で、例えば二つぐらいずつ取り上げ

てＡを話し合っていくか、ほかの案件もありますので、これにばかり取りかかっとるわけ

にいきませんので、まあ二つか三つ、まずＡから結論を出していきたいと。委員会を開く

ごとに二つか三つ案件を消化していきたいというふうな基本的な考えがありますので、ま

ず、ＡＢＣがこれでいいかどうかの確認を１番からひとつ進めていきたいと思います。 

それで、この配らせていただきましたこれ、それから、参考と書いてあります今後の進

め方についての協議資料、具体的検討項目、最優先の検討項目とか新たに追加する項目と

かいうこの紙が特にこのＢに値する内容と思いますので、その辺だけこれに追加していく

という考え方でこれを分析してありますので、その辺、御確認のほうをよろしくお願いし
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たいと思います。それから、参考としてこの54項目の分類がありますけど、これも絡んで

きますので、また一緒に見ながらお願いしたいと思います。 

それでは、まず１番、一般質問、議案質疑の発言調整について、これは一応その他とい

うことでＣのほうに持っていかせていただきましたけど、これは病院長というのは例えば

の話なんですけど、できましたら質問のときに部長さんらも関係なかったら出ていただか

んでもいいんじゃないかという考え方のもとで書かれていると思います。基本的には、説

明員として、市長、教育長等、部長級がございますけど、現在でも病院長の場合は欠席さ

れとる場合もありますけど、この内容は質問に関係ない人は本会議に出なくてもいいんじ

ゃないかという内容でございますので、これはまた後で皆さんとお話しするか、あるいは

どうするかですけど、まず１番どうでしょうか。 

はい、吉井委員。 

 

○吉井詩子委員 

今、これ全部見せていただいたところ、Ｃの項目がついているのは２つなんですね。で

すので、まずこのＣをつけた理由というのを教えていただきたいなと思います。「Ｃその

他」というのはどういうことなのか。 

 

◎工村一三委員長 

Ｃにつきましては、まだ少し議論が早いんじゃないかというふうな考え方のもとにＣと

いうふうにさせていただきました。１番につきましては、これは出席、説明員は必ず出て

きてもらわないかんということで今やっておりますけど、説明員等も一般質問、議案質疑

のときには、全く関係のない人は出てきてもらわんでもよろしいですよということですの

で、これちょっと、今ここですぐに結論が出るんかなというふうな気がしましたものでＣ、

それから、７番の議決事件に関しましては、議会基本条例の骨子の中の11番に検討項目と

して入っておりますので、これは議会基本条例をやっていくときに、内容を検討する際に

一緒に協議していったらいいんじゃないかということでＣとさせていただきました。 
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 よろしいでしょうか、吉井委員。 

 はい、上田委員。 

 

○上田修一委員 

さっきのＣの考え方なんやけど、まず１番なんかは、これはさっきの言う方向性は全く

違うと思うんさな。早いじゃなくて現に起きとる問題やで、この辺のところは、例えばこ

の順番なんていうものは、決めるのは、うちとしては議運で決めるわけやで、こういう問

題提起があれば議運に振ったれば、院長さんが一日目と二日目があれば、ひっつけるとい

うことは議運で可能性があるわけやん、順番決めるんやで。だから、ここで早いとか遅い

という問題ではないと思うんやけど、いかがですか。 

 

◎工村一三委員長 

議運へ振れということですね。 

 

○上田修一委員 

ややこしいという意味合いが、その早いという意味合いが、委員長が言われておる意味

が違うかなと。 

 

◎工村一三委員長 

そうしたらＡにするという考え方でよろしいでしょうか。 

 はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

これは前回議論したときに、もう議会運営委員会のほうで話ししてもらいましょうとい

うことで、ここからそちらへ、もう議論を移してもらうという話になっていたかと思うん

です。だからその意味で、僕その他のＣになったんかなというふうなことで、もうひとつ
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違うところへ行ってますので、例えばですよ、誰が出席するのかと、例えば農業委員会に

ついてなんていう話が最初と最後にあって、１番最初と最後で２日も出てきてもらって違

う議論をするよりね、という話になったときに、もう１番と２番とぱぱーんとやってもう

たらええやないかというふうなことは、議会運営委員会で決めてもらうべきであって、こ

こで議論する話でもないしということで、上田委員もそういう話をされたんだろうと思い

ますけども、やはりここは、もう違うところへ、ステージへ上げてもらったのでというこ

とですので、その他になってるんだと思うんですけど、時期尚早ではないとは思うんです。 

吉井委員言われたもう一つの議決事件の拡大、これ公明党さんからだったかと思うんで

すけども、これはちょっとＣにするのはいかがなものかなというふうには思います。議会

基本条例の内容を検討する際っていうことなんですけど、相当まだまだ先になっちゃうか

なというふうな懸念もあるので、やはりこれはＡかＢの中で議論をしてもいい内容ではな

いかなとは思いますけれども、そういうことではないかなと思います。 

 

◎工村一三委員長 

そうすると、１番につきましては議運のほうで検討していく内容ですのでＣということ

でおくと。それから、７番につきましてはＡかＢかということなんですけど、その辺につ

いて意見ございませんでしょうか。 

はい、楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

この条例を決めることに関して、まず改革先行型だというようなことで進められている

と思うので、この個々のさまざまなことをここで議論したり改革をしたりしていく中で、

この条例案そのものができていくんだと思うんです。ですから、ここで条例案としては項

目として上げられてはいるわけですけれども、だからといって今ここで議論しなくていい

ということにはならないだろうと。 

やはり、これは非常に重要な問題だと思いますので、この今の７番の問題はですね。で
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すから、これは具体的検討項目に追加するべき事項だというふうに考えることになるんじ

ゃないかと思いますが。 

 

◎工村一三委員長 

この件につきましては、Ｂということでよろしいでしょうか。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

私も、Ｂにしておいたほうがいいのかなというふうに今、思いました。まあ、ここには

具体的に重要な計画等ということで記載していただいてありますけれども、やはりその１

番最たるものは総合計画になってくるかなと思いますけど、やはりいろんな計画をどこま

での範囲で、どこまで議論して、それを議決事件にしていくのかっていうのも、いろんな

他の議会も、今度、会津若松ですか、行かせてもらったりするわけですけども、いろいろ

勉強する中で、その範囲というものは自分たちで決めなければいけないとは思いますけど

も、やはりこれはＢの中にもう一度含めておいてもう一度検討し直すというふうなことで

やっていくべきではないかなというふうに感じております。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

皆さん大体ここをＢということですので、ＣをＢに変更させていただきます。よろしい

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

それでは戻りまして、２番、持ち込み禁止ですね、携帯、これはもうＡで皆さんのお話

だけ聞くということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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◎工村一三委員長 

それから、３番、請願に対する本会議場での質疑の実施。委員会で今やっておるような

ことを本会議でやるということなんですけど、これもＡで検討させてもらってよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、それでは１番から３番終わります。 

それから、その次に、議会の機能強化について、４番、５番、６番が一緒の災害時のマ

ニュアル等、議会の対応、政策提案ですので、これをまとめましてＢ、新たに追加する項

目として、これをまとめて「災害時における議会の対応」という形で次に検討する項目の

中に入れさせてもらってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

次のページをお願いします。 

７番終わりました、Ｂへ。それから、８番、情報の公開と共有ということで、議会ごと

の質問者、質問内容並びに在職期間の通算質問回数等の公表ということで、これをＡでさ

せていただいてよろしいでしょうか。（「Ａというのは具体的にどういう」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩します。 

休憩 午前11時25分 

再開 午前11時27分 

◎工村一三委員長 

休憩を解き再開します。 

８番はＡということでよろしくお願いします。 
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それから、９番、市民参加のあり方、市民との意見交換会。今、報告会をやってますけ

ど、いろんな分野と話し合い、意見交換を持ったらどうかということですので、これをＡ

にするかＢにするかなんですけど。 

はい。 

 

○上田修一委員 

せっかく、うちとしても先行型で走っとるようなものは、できたら先にですね、こうい

うところも取り組んでいるということをアピールすべきで、Ａで早急にこれを論議してお

いた方が、やっぱり新しい委員会もできることやし、その辺のところはアピール度合いが

いいんかなと思うんですけど、どうでしょうか。 

 

◎工村一三委員長 

まあこれに関しましては、右の端にちょっと備考のところにも書いてありますけれど、

政策立案の中で検討していこかというふうに思っておりますので、この中へ入っていくと

思いますんさ、政策立案の中へ。意見をいただいて反映していくということですので、市

民の方からいただいたやつを政策立案につなげていくということですので、ここで検討す

る内容じゃないかというふうに感じておりますんですけど、どうでしょうか。 

今まで進めていただいてきた内容の中で、特に、検討する項目につきましては非常に幅

が広く書かれております。政策立案って一体何かと言われると、これもものすごく幅が広

い内容になっておりますので、この辺の中の一つとして、ほかにもあるんですけども、そ

の中の具体的な内容を上げられたというのがございますので、その辺も含めてＡＢをつけ

たつもりでありますので、御理解をお願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

この一覧表の54項目の具体的検討項目のところには、議会報告会と議会懇談会というこ
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とで、これまでも最初から記載をしていただいているわけですけども、市民との意見交換

会というと、また別の観点かなとも思いますので、そこに追加をするという形にして、Ｂ

で深くいろいろ検討していただくということでよろしいのではないかなというふうに。 

 

◎工村一三委員長 

 はい、ありがとうございます。 

よろしいでしょうか、そういうことで。 

はい、それでは９番に関しましてはＢ。 

次、10、11が関連してきますので、その他のところで、議会ＩＴ化の実施、それから議

会ＩＴの導入ということで、タブレット、ヘーパーレス、資料、通告書の電子化。この間、

鳥羽へちょっと行って、いろいろお話を聞いてきました。その内容のことも含まれるとい

うことですが、ここに、次に検討する項目の参考の資料１月13日の中に、議会資料等のペ

ーパーレス化というのがありますので、この中で検討させていただくということで、Ｂで

よろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

そういうことで、10、11につきましてはＢ。 

それから、12のＡ、これは政務活動費の見直しなんですけど。会派並びに個人に支給と

かという内容も含まれております。これは話し合いである程度決めてから、議会改革の中

の意見として議長のほうに御報告する内容なので、簡単というと言葉は悪いですけれども、

皆さんＢに値するかどうかというところなんですけど、この辺についてはどうでしょうか。 

 よろしいでしょうか、Ａで。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 
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それから、次のページ、13番、管外行政視察の抜本的な見直しということで、今、特に

常任委員会で行っておる視察内容を根本的に考えなければいけないんじゃないかというこ

とですが。古い数年前の先進地事例を見に行くということもおかしいんじゃないかという

ような意見、考え方が検討内容として提起されております。 

これもＡでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

それから、参考ということで、ここに、議会改革に参加されてない会派よりお話があり

ましたので、議員定数の検討、これは各派代表者会議のほうの検討項目で今までやってお

りますので、うちでは取り扱わないというふうに考えておりますので、その決断だけいた

だきたいということでＡ。 

それから、議会基本条例及び議員倫理条例の早期検討につきましては、基本的には検討

する項目が終わった時点でこれにかかるということですので、その辺も含めた形をどうい

うふうに持っていくかということで、これはちょっと重要な問題ですので優先する検討項

目の中にありますので、これでＢで対応させていただきたいと思いますけど、よろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

それから次のページ、４番目、通年議会に関しましては少し大きな項目ですし、議会の

通年制というのが次に検討する項目の中にありますので、そこで検討させていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 
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それから、協議会のあり方につきましては、定例会での１回の会議で多くの、特に今回、

３月議会におきましては教民なんかでも多かったんですけど、分けてやるべきではないか

ということです。 

これをＡという形で、以前決定した際は議会改革特別委員会正副委員長と当局で協議し

たうえ、特別委員会として確認したということですので、これをもう１回また当局のほう

と確認するかどうかという判断になると思いますので、この辺もまあＡという形でよろし

いでしょうか。 

はい、それから所管事務の見直し。教民が多いので、一部、総務政策へ持っていったら

どうかということですので、これもＡでよろしいでしょうか。 

はい、それから、議員間の自由討議、これも、まだ当局の方を向いて発言する議員がお

るということですので、これもＡでさせていただきます。 

それから、予算決算委員会の委員の選任についてということで、これをＡでするかＢで

するかなんですけど、また前のドント方式に戻すべきだという考え方ですので、これはど

うしましょうか。予算決算審査のあり方の中でありますので、この中で常任委員会方式に

するとかどうとかいう考え方が多分これも含めた形での、次に検討する項目だと思います

ので、そこでやるか、まあＡでしますかということなんですけど、この辺どうでしょうか。 

はい、上田委員。 

 

○上田修一委員 

まだ一巡してないので、もう一巡してもう少し見てからということで、もう少し時間が

後でもいいんかなというふうに思ってます。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

ということは、Ａですぐ結論を出していただくということでよろしいでしょうか。 

Ｂということ。どうでしょうか、Ｂでよろしいでしょうか。 

 暫時休憩します。 
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休憩 午前11時36分 

再開 午前11時37分 

◎工村一三委員長 

休憩を解いて再開します。 

Ｂということでよろしいでしょうか。 

その次、20番、質疑、一般質問の発言通告のあり方、これも今まで何回も言われておる

んですけど、また緩みが出てきたということで、引き締めるという内容だと思います。Ａ

でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

それでは５ページ、21番、今の質問されておる方で質問の部分がわかりにくいとか、あ

るいは再度見直しが必要だということで、一問一答制について検討内容が出てきておりま

すけど、これもどうするかだけのことです。どういうふうに周知するかということだけで

すのでＡでよろしいでしょうか。 

はい、それから22番、政策に対するチェック機能の強化ということで、議案に対する質

疑を行っている議員が少ないという理由が述べられてます。これも、Ａでよろしいでしょ

うか。 

はい、それから次に、議会の機能強化、その他ということで、議会事務局体制の強化充

実、そういうことですね。これもＢでこれから検討していかないかん重要な問題だと思い

ますので、現状がいいのかどうかということも含めて、これからの議会改革に対する事務

局体制ということも含めてＢで検討させてもらってよろしいでしょうか。 

はい、副委員長。 

 

○野崎隆太副委員長 

少し確認だけさせていただきたいんですけども、これ、きょう出てきた部分だと思いま
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すので、出していただいた会派の方にちょっとお伺いしたいんですけども、このもっと予

算を議会として取り組むべきというのは、これ要するに議会として予算要求の額を上げて、

それで事務局機能の強化をなされるべきということで、正式に記載されるとそういうこと

でよかったんですよね。予算要求を議会として当局に対して行っていくというようなこと

の方向性と見直し案ということでよかったですよね。これ確認だけなんで、今ここで議論

するわけではないんですけど、よかったですよね。 

 

◎工村一三委員長 

はい、上田委員。 

 

○上田修一委員 

まあ、事務局の人件費、ふえるふえると言いながらいっこうに定数はふえてないという

か、それによって機能強化をせいという割には予算づけがされてないんで現状維持が、ど

うしても予算に整合してくるからということがあるんで、その辺のところをやっぱり議会

としてもう少し機能強化をして、事務局として上げていくのであれば、もう少しそういう

予算をつけることが必要かなというふうに書きました。 

 

◎工村一三委員長 

はい、確認ありがとうございます。Ｂということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、それでは、その次25番、情報の公開と共有ということで、報告書の提出ですね。

今10日以内に提出しなければならないというのが守られていないということですので、こ

れもＡでひとつお願いします。 

はい、吉岡委員。 
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○吉岡勝裕委員 

この件については自分らで決めたルールですからＡでいいかとは思うんですけれども、

いわゆるその罰則規定なんですけど、倫理規定が今でき上がってない中で、野々村議員の

話がいろいろありましたけども、本当に行ったんですかというようなことの確認がですね、

要は、交通費は領収書がない。宿泊費も領収書をいただいていない。なおさら報告書が出

ていないとなると、あんた行ったんですか、議会事務局として、議会として、この方が本

当に視察に行ったことを確認できているんですかということが、今言えない状態になって

しまっているので、やはりここはちゃんと議論をして、Ｂにしてですね、そこだけはきち

っと議会としてやっておかないと、やっぱり市民の皆さんから見て、ちゃんとその辺がで

きてないんじゃないですかと指摘されても何も言えない状態に今なってしまっているかと

思いますので、何でいつまでも出さへん人が次の視察研修へ行けるんですかというような

ことも、当然議長さんも印鑑をついているわけですけど、やはりその根拠がないのでつか

ざるを得ないのかなとは思いますけども、やはりそこはちゃんとするべきだと思いますの

で、Ａで確認するだけということでは私は済まんのじゃないかなと思います。ちゃんと自

分たちでルールを決めるべきだと思いますので、その部分だけでもＢにするべきだという

ふうに思います。 

 

◎工村一三委員長 

はい、吉井委員。 

 

○吉井詩子委員 

ここは議員倫理条例の中で、やはりこれが理念条例として終わってしまわないためのこ

とに意味をつけるためにも、具体的に取り組んだということでＢにすべきだと思います。 

 

◎工村一三委員 
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はい、わかりました。 

Ｂということで意見が出ましたけど、よろしいでしょうか。 

 はい、ではＢということでお願いします。 

それから、26番から28番につきましては議会基本条例、先ほどもありましたけど倫理条

例、早急に取り組む、制定に向けて取り組まなければならないということで、今の具体的

検討項目の中に入っておりますので、これもＢということでお願いしたいと思います。 

それから、以上、この表は終わりましたけど、別表で共産党の楠木委員さんから出てお

ります。これもＡＢということで、今からＡＢの設定をお願いしたいと思います。 

まず、楠木委員から言うてください。ちょっと発表してください。 

 

○楠木宏彦委員 

今、交渉会派の要件が３名以上というふうになっておるんですけれども、それが議会の

民主的な運営の上で適切であるのかどうか、それについて再検討をするべきではないかと

いうことが一つ目です。 

二つ目は、議事録を読んだ時に、実際に議場ではパネルなどを使って説明をしているん

だけれども、その図表だとか写真とかがないと非常に理解しにくい部分があるということ

で、議事録そのものにパネルなどの図表などを掲載する必要があるのではないかと。 

これは、市民の方々が議事録を見られたときに、わかりやすくするということで、こう

いう方向を考えるべきではないかというのが二つ目です。 

 

◎工村一三委員長 

 はい、ありがとうございます。 

１番につきましては、会派のあり方ということの中に含まれるというような気がします

けど、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 



 36 

◎工村一三委員長 

次に検討する項目の中の「会派のあり方」に含めたいと思います。 

それから、２番目について、議事録ということですので、インターネットを含めまして

ちょっと事務局のほうでこれが可能かどうかお聞きしておいてからＡＢへ振り分けたいと

思いますけれど、事務局どうでしょか。この提案につきまして。 

 はい、事務局。 

 

●伊藤議事係長 

パネルの図表の掲載なんですけれども、まず冊子のほうなんですが、これは図書館とか

総合支所のほうに置かせていただいていますが、そちらに挟み込むことは可能ではありま

す。それから、インターネットなんですけれども、これは業者委託をしておりますので、

少し業者との調整が要るかと思いますので検討をさせてください。 

 

◎工村一三委員長 

はい、その事務局の意見を踏まえましてＡにするかＢにするか、どうしましょうか。 

まあＡとして、最後のほうでやりますか。 

そうしたら、これはＡということで、ひとつよろしくお願いします。 

以上でこの件につきましては整理できました。 

はい、副委員長。 

 

○野崎隆太副委員長 

２番のほう、私、先ほどのＡという結論で何も問題はないんですけども、１点だけ、過

去に、前議会改革特別委員会のときですね、パネル使用をするかどうかという議論があっ

たときに、一応、本来的には、議会ですんで、そこで例えば映像が流れてしまったり、こ

れを見てくださいっていうような形でパネルだけを指示するような言葉を使うのではなく

て、パネルはあくまでも補助であって、議事録を読んだときに言葉でわかるような形にす
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るというのを前提にパネルを使うというような議論が実はありました。なので、あくまで

もパネルを見て、議事録に、これを見てというのが載るのは、基本的にはだめだというこ

とで、前回の議会改革の中では一応結論が出とるということだけ承知をいただいた上でＡ

ということでいただければなと思います。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

 私もそういう考えで聞いておりますので、その辺でまた次のときに議題として整理させ

ていただきたいというふうに思います。 

それでは、一応ＡＢＣの確認をいたしました。それで、今後これ、現状を変えるような

場合は議長に報告し、また議運や各派で協議してもらわないかん場合が出てきます。それ

から、現状の再確認、徹底を図る場合には、また、うちの議会改革のほうから各自の会派

へするとか、あるいは委員の出席のない会派は正副委員長、私どもで対応するというふう

な形を今後とっていきたいというふうに思っております。 

それで、具体的検討項目に追加する項目と検証が必要な項目、それぞれ一応確認してい

ただきました。これらについて、検討、検証をする時期、どの項目を優先して検討、検証

するかということは宿題として、次回の会議でまた御協議願いたいと思います。 

この件について、全体的に御発言がございましたらお願いしたいと思いますけど、いか

がでしょうか。 

はい、上田委員。 

 

○上田修一委員 

 ＡＢＣ分かれたんですけど、それと54項目との整合性というのは、この中にはめていく

とか、いかないというやつがあるので、再度これは資料としていただけるわけですか。 

これとの整合性はどうするんですか。この中にはめていくんですか。 

例えば、こういうただし書きを入れて、これはこの中にこれが入っとるよという話が先

ほどされたんで、この中にはめていくという話で言われたんで、どういう形で扱うんです
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か。 

 

◎工村一三委員長 

この54項目に関しては、これ当初つくったやつで、今現在、この（「今後の進め方につ

いての協議資料」を示す）これがメインでいっておりますので。 

 

○上田修一委員 

これが参考で出てきておるから、抹消するなら抹消して、これは終わったよという話を

して、次これにふえていくという話を。 

 

◎工村一三委員長 

ちょっと検討させてください。 

その件に関しましては、ここの54項目の中に追加する、あるいは、ちょっと中身を細か

く見てみないとわかりませんので検討項目として検討させてください。よろしくお願いし

ます。 

次の会議で御協議願いたいと思いますので、順番、優先順位等をひとつよろしくお願い

したいと思います。 

 

【４ 政策立案について】 

◎工村一三委員長 

それでは、事項書の４の政策立案につきましては、ちょっと時間も来ましたので、ひと

つお願いがございます。次回、また協議したいと思いますので、委員の皆様におかれまし

て、他の市議会の事例などをちょっと調べていただいて、政策立案についての取り組みな

んかを勉強していただいて、次のとき御報告できればしていただきたいというふうに思い

ますので、非常に政策立案としましては、そういうテーマは漠然としておりますので、皆

さんの考えを聞いて、今後の議論の方向性を出していきたいと思いますので、ひとつよろ
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しくお願いしたいと思います。 

議論をする焦点をどういうふうにあぶりだして議論していくかということだと思います

ので、その辺よろしくお願いしたいと思います。次に関連しますけど、視察も行きますの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

政策立案については、それでよろしいでしょうか。もう、ちょっと時間もきましたので

えらい御迷惑をかけます。 

 

【５ 先進地視察について】 

◎工村一三委員長 

次に、事項書５の「先進地視察について」を議題とします。 

先進地視察につきましては皆さんの意見も聞かさせていただきまして、議会からの政策

提言をはじめ議会改革に取り組んでおられる会津若松市議会を視察させていただく方向で

調整をさせていただきました。 

日程としましては、７月16日木曜日から17日金曜日の１泊２日、片道、六、七時間かか

るということなんですけど、それで、17日の午前中に視察研修を受けるということで会津

若松市議会から受け入れの内諾をいただいております。 

視察内容としましては、政策提言、政策立案の強化ということで、議会からの政策提言

の仕組み、政策形成のサイクルなどを中心に議会改革の取り組みについてということを考

えております。 

皆さん特に御異議がなければこの内容で進めたいと思いますが、御発言がありましたら

よろしくお願いいたします。 

はい、吉岡委員。 

 

○吉岡勝裕委員 

この視察項目の中に、できればぜひ議会基本条例というものも入れていただいて、議会

基本条例の先進地ということで全国的にも知られておりますので、やはりそこも第一義的
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に入れていただくことが必要かと思います。 

私たちも骨子のまま、とまってますので、まずそれを今回の会津若松を見せていただい

た中で、次に進めるような視察研修にしていただきたいと思っております。この項目の中

にぜひ入れていただきたいと思います。以上です。 

 

◎工村一三委員長 

議会基本条例、会津若松のすばらしいのができておりまして、インターネットを見ると

条例全体はありますのですけど、これへ向けての取り組み等、あるいは今現状、基本条例

をどういうふうに生かしているかということも追加として入れさせてもらってよろしいで

しょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、では事務局のほうでまたひとつよろしくお願いします。 

基本条例についてということで、視察内容として追加させていただきます。 

ほか、ございませんでしょうか。 

できましたら、17日の午前中に視察を受け入れていただくということでお願いをしてオ

ーケーをいただきましたけど、これ午後までになってきますと帰りが８時、９時、10時に

なってきますので、その辺も含めた形で、ちょっと事務局のほう苦労していただきました

けど17日の午前中ということで内諾を得ましたので、よろしく御検討をお願いします。 

こういう形で行かせていただくということで、勉強しに行くということでよろしいでし

ょうか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、それではそのように決定をさせていただきます。 
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また、行程等詳細については一応正副委員長に御一任いただきたいと思います。 

質問内容につきましても、ちょっとひとつ考えていただきまして、どういうことが聞き

たいかということがありましたら、また私のほうへでも御提出していただけるならば、こ

んな質問をしたいんやということで提出していただきたいというふうに思います。 

日にちもまだありますので、ひとつ勉強のほうを、私も含めて、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

【６ 次回の会議のこと】 

◎工村一三委員長 

次に最後ですが、事項書の６、次の会議でございます。 

次の会議につきましては、報告会が５月の中ごろにありますので、非常に日程的にタイ

トでありますので、５月27日水曜日の10時からしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

27日水曜日、ちょっと日にちをおきますけれども、よろしくお願いします。 

はい、上田委員。 

 

○上田修一委員 

 その日は問題ないんやけど、できたら22日が臨時議会に決まったんで、それを利用して

もらうとありがたいんですけど。一日、午後から臨時議会が入っとるんで。 

 

◎工村一三委員長 

 どうでしょうか。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前11時57分 

再開 午前11時57分 

◎工村一三委員長 

休憩を解いて再開いたします。 
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５月27日水曜日、午前10時からということで。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、それでは、５月27日午前10時からということで決定いたします。 

内容につきましては、広報広聴委員会の設置の最終確認、それから第４回の議会報告会

も終わりますので、各班から報告をいただきまして、成果や反省点について御協議願いた

いと思います。 

それから、具体的検討項目について、先ほどの項目の優先順位等を協議し、また時期等

も協議したいというふうに思っております。 

それで、政策立案については本日に引き続き協議をしたいと思います。 

それでは、次回５月27日水曜日10時から会議を開くこととし、御協議いただく内容は、

「広報広聴委員会の設置について」「第４回議会報告会について」また、「具体的検討項目

について」及び「政策立案について」と決定いたしまして異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎工村一三委員長 

はい、異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

それでは、本日はこの程度で委員会を閉会いたします。 

なお、本日出席の皆様には開議通知を差し上げませんから、御了承をお願いいたします。

御苦労さんでございました。 

 

閉会 午前11時59分 

 

 傍聴の議員（なし） 
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